
報告第１４号  

令和２年度杉並区内部統制の評価について 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１５０条第６項の規定に基づき、令和

２年度杉並区内部統制の評価について、監査委員の意見を添えて別冊のとおり提出

する。 
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杉並区内部統制評価報告書 

 

 

 

令和２年度杉並区内部統制の整備及び運用状況について、地方自治法第 150 条第４項の

規定に基づき評価を行いました。 

 

１ 内部統制の整備及び運用に関する事項 

杉並区では、「地方公共団体における内部統制制度の導入・実施ガイドライン」（平成 31

年３月総務省公表。以下「ガイドライン」という。）に基づき、「杉並区内部統制基本方

針」（令和２年１月 17 日）を策定し、令和２年度から当該方針に基づき財務に関する事務

に係る内部統制の整備及び運用を開始しました。 

内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能すること

で、その目的を合理的な範囲で達成しようとするものです。内部統制の目的の達成を阻害

するリスクの発生防止に努めるとともに、リスクが顕在化した場合には、内部統制の取組

を適宜見直しながら推進していきます。 

 

２ 評価手続 

評価対象期間を令和２年度、評価基準日を令和３年３月 31 日とし、財務に関する事務

を対象とした内部統制について、それぞれ以下の視点から評価を実施しました。 

 

（１）業務レベルの内部統制 

各部・課は、財務事務に関するリスクを十分に識別・評価し、対応策を策定している

か、また、リスクが発生した場合に適切な対応が図られているか。 

（２）全庁的な内部統制 

ガイドライン別紙１「地方公共団体の全庁的な内部統制の評価の基本的考え方及び評

価項目」の評価項目に対し、不足なく規則や制度等が整備・運用されているか。 

 

３ 評価結果 

上記評価手続きのとおり評価を実施したところ、不適切な財務事務の発生はあったもの

の、重大な不備に該当するものはなく、内部統制は概ね有効に整備及び運用されていると

判断しました。 

 

４ 不備の是正に関する事項 

発生した不適切な財務事務については、把握後、各部・課で速やかにリスク対応策を講

じました。今後は、より実効的な対応策が講じられるよう、内部統制制度のより一層の浸

透、定着を図るとともに、制度の改善に努めます。 
 

 

 

 

 

令和３年６月  杉並区長  田 中  良 
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杉並区内部統制評価報告書附属資料 

 

Ⅰ はじめに 

区は、①業務の効率的かつ効果的な遂行、②財務報告等の信頼性の確保、③業務に関わる

法令等の遵守、④資産の保全という４つの目的を達成するために、令和２年１月 17 日に「杉

並区内部統制基本方針」（資料１）を定め、令和２年度から当該方針に基づき財務に関する

事務を対象に内部統制体制の整備及び運用を開始した。 

令和２年度の内部統制の整備状況及び運用状況の評価については、年度終了後に、「業務

レベルの内部統制」、「全庁的な内部統制」のそれぞれについて、「地方公共団体における内

部統制制度の導入・実施ガイドライン（平成 31 年３月公表）」（以下「ガイドライン」とい

う。）に沿って評価を行った。 

「業務レベルの内部統制」については、各部・課における業務レベルのリスクの識別・評

価、リスク対応策の策定状況と、それらに対する点検・評価・改善の状況の評価を行った。

また、「全庁的な内部統制」については、内部統制の目的を達成するために不可欠な６つの

基本的要素（統制環境、リスクの評価と対応、統制活動、情報と伝達、モニタリング、ＩＣ

Ｔへの対応）に対応した全庁的な内部統制の整備・取組状況について評価を行った。 

評価にあたっては、区長を本部長とする行財政改革推進本部の下に設置した内部統制評 

価部会及びその下の財務に関係する職員を中心とした庁内ワーキンググループにおいて、

令和２年度中から評価方法や評価報告書の記載項目について検討を行い、令和３年６月 24

日の行財政改革推進本部会において評価報告書を決定した。 

 

○評価報告書決定までの検討過程 

年度 月日 会議名 議題 

令
和
２
年
度 

４月 22日 第１回 行財政改革推進本部会 令和２年度の推進管理体制について 

６月 18日 第３回 行財政改革推進本部会 令和２年度の推進方針について 

７月 30日 第１回 内部統制評価部会 
部会の設置目的、内部統制の整備及び 

運用状況、評価について 

12月 １日 第２回 内部統制評価部会 内部統制の評価について 

12月 22日 第３回 内部統制評価部会 
内部統制の評価項目への対応、重大な 

不備について 

１月 29日 第４回 内部統制評価部会 内部統制評価報告書（骨子案）について 

２月 26日 第５回 内部統制評価部会 内部統制評価報告書（骨子案）について 

令
和
３
年
度 

４月 ９日 第１回 行財政改革推進本部会 令和３年度の推進管理体制について 

５月 ７日 第２回 行財政改革推進本部会 令和３年度の推進方針について 

６月 15日 第１回 内部統制評価部会 内部統制評価報告書（案）について 

６月 24日 第４回 行財政改革推進本部会 内部統制評価報告書（案）について 
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Ⅱ 業務レベルの内部統制に関する事項 

 

１ 各部・課の取組 

（１） リスクの識別・評価、対応策の整備（令和２年度当初） 

各部・課は、リスク評価・リスク対応策検討シート（以下「リスクシート」という。）

（資料２）を作成し、過去に経験したリスクと発生しうるリスクの識別を行い、「リス

ク評価分析表」（資料３）を基に量的重要性（発生可能性と影響範囲）と質的重要性（区

の信頼性への影響）を評価し、評価結果に応じ対応策を策定した。 

（量的重要性については、発生頻度を「高」・「中」・「低」、影響度及び質的重要性につ

いては、「大」・「中」・「小」の３段階で評価を行い、重要性の高いリスクに対しリスク

対応策を策定することとした。） 

リスクの識別作業は、財務事務に係る本区の過去の定期監査や例月出納検査等の結

果を基にとりまとめた「杉並区財務会計におけるリスク評価一覧」（資料４）を参考に

行われた。 

令和２年度当初時点で、８部・局、合計６９課※１において、９４８件のリスクを識別

し、８５３件の対応策を策定した。（Ｐ.３、４ 図１～４参照） 

※１ 小・中・特別支援学校における内部統制は、令和２年７月から開始し、小・中・

特別支援学校は合わせて１課とし、教育委員会事務局に含めている。 

 

（２）自己評価を踏まえたリスクの識別・評価、対応策の改善（令和２年度末） 

各部・課は、リスクシートの運用から半年ごと（10 月と年度末）に、新たにリスク

として識別すべきものはなかったか、リスクの評価内容、講じたリスク対応策は適切で

あったかを「自己評価シート」（資料５）を用い検証した。その結果、２７３件の事務

処理の誤りが把握され（Ｐ.４ 表１、２参照）、その内、契約相手や支払先、区民に対

して影響を与えてしまった不適切事項が２３件発生している。（Ｐ.５～７ 表３参照） 

自己評価の結果を踏まえ、各部・課でリスクシートを更新し、令和２年度末時点で、 

９７４件のリスクを識別、７７２件の対応策を策定した。年度当初と比べ、リスク評価

数については、事務処理誤りの発生や、定期監査等で指摘等を受け対応を行ったことで

増となった一方で、リスク対応策については、運用する中で重要性が低いと判断し整理

を行ったリスクが一定数生じたことにより対応策の策定数は減少となった。（Ｐ.３、４ 

図１～４参照） 
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図１ リスク評価数の比較 

令和２年度当初 ９４８件 

予算関係

59件 6%

収入関係

95件 10%

支出関係

200件 21%

契約関係

279件 30%

資産等の管理

150件 16%

事務関係

141件 15%

法令・

ルール等

への対応 11件 1%

その他

13件 1% 予算関係

45件 5%

収入関係

79件 8%

支出関係

217件 22%

契約関係

283件 29%

資産等

の管理
198件 20%

事務関係

101件 11%

法令・

ルール等

への対応

21件 2%

その他

30件 3%

令和２年度末 ９７４件 

図３ リスク評価数の比較（部別） 

令和２年度当初 令和２年度末 

104

235

143

211

35
53 61

106
89

210

143

200

40

81 71

140

令和２年度末 ７７２件 

図２ リスク対応策数の比較 

令和２年度当初 ８５３件 

予算関係

38件 5%

収入関係

64件 8%

支出関係

176件 23%

契約関係

255件 33%

資産等

の管理
151件 20%

事務関係

49件 6%

法令・

ルール等

への対応

15件 2%

その他

24件 3%
予算関係

43件 5%

収入関係

86件 10%

支出関係

185件 22%

契約関係

267件 31%

資産等の管理

138件 16%

事務関係

112件 13%

法令・

ルール等
への対応 12件 2%

その他

10件 1%
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表１ 自己評価により把握された事務処理の誤り（リスク種別別） 

リスク種別 件数 合計 

契約関係 ８２件 

２７３件 

事務関係 ６１件 

支出関係 ５５件 

資産等の管理関係 ４０件 

収入関係 １７件 

予算関係 ８件 

内部統制に関する不備 ８件 

法令・ルール等に抵触 ２件 

 

表２ 自己評価により把握された事務処理の誤り（発生原因別） 

事務処理誤りが発生した原因 件数 合計 

書類や出納簿等の誤記、記載漏れ、押印漏れ １３４件 

２７３件 

契約手続き誤り、契約書類の漏れ、支払額誤り ６８件 

支払の遅延 １２件 

履行確認漏れ、誤り １１件 

歳入処理漏れ、誤り ９件 

予算の計上漏れ、計上額の誤り ８件 

見積書徴取漏れ、見積書記載内容の漏れ、誤り ８件 

リスク対応策の不備 ８件 

分割発注 ４件 

源泉徴収税額の誤り、徴収漏れ ４件 

支払先の誤り ４件 

指定管理者との協定締結事項の不備 １件 

規定・要綱・ルール等の不備 １件 

物品保管方法の不備 １件 

 

 

図４ リスク対応策数の比較（部別） 

令和２年度当初 令和２年度末 

66

198

97

166

29
52 59

105

71

217

135

196

35 42
60

97
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表３ 事務処理の誤りのうち、契約相手や支払先、区民に対して影響を与えてしまった 

不適切事項とその再発防止策の一覧 

部名 リスク種別 不適切事項の内容 再発防止策の実施 対応区分 

政策 

経営部 

支出関係 個人事業主へ支払う委託

料の源泉徴収漏れがあっ

た。 

担当職員全員に注意喚起

し、複数の職員によるチェ

ック等の体制強化を図っ

た。 

定期監査で

現場指導を

受け対応策

を追加 

政策経営部 計 １件 

総務部 支出関係 プロポーザル選定委員の

報酬を翌月払いとしてい

たが、履行期間の２か月分

を履行後に一括して支払

っていた。 

契約内容について改めて情

報共有を図った。複数の職

員によるチェック体制を強

化した。 

会計課審査 

で指摘を受

け対応策を

追加 

契約関係 不適切な分割発注を行い、

契約締結にかかる事案決

定基準に定める権限を守

らなかった。 

契約を一括管理する管理簿

を作成し、分割発注となる

契約の有無を確認できるよ

う徹底した。 

定期監査で

注意を受け

対応策を追

加 

総務部 計 ２件 

区民 

生活部 

支出関係 契約した事業者と異なる

事業者へ、誤って支払いを

してしまった。 

複数の職員によるチェック

等の体制強化を図った。 

当該部・課

で対応策を

追加 

区民生活部 計 １件 

保健 

福祉部 

予算関係 

 及び 

契約関係 

機器の再リース契約に必

要な予算計上が漏れ、契約

も取り交わしていなかっ

た。 

契約内容・時期・相手方等を

一つの管理簿に記載し、予

算計上が必要な契約を確認

できるよう徹底した。 

当該部・課

で対応策を

追加 

支出関係 源泉徴収税率が変わった

際、変更前の税率で源泉徴

収を行った。 

複数の職員によるチェック

等の体制強化を図った。 

当該部・課

で対応策を

追加 

契約関係 不適切な分割発注を行い、

経理課長に契約締結依頼

を行っていなかった。 

発注時期や契約内容、見積

金額等の情報共有の強化、

複数の職員によるチェック

等の体制強化を図った。 

定期監査で

注意を受け

対応策を追

加 

法令・ 

ルール等

に抵触 

事業運営要綱に定める要

件を満たさない協力員に

対し、活動謝礼を支払い続

けていたことが判明し返

還請求を行ったが、結局徴

収不可能となった。 

現在は左記事業運営の方式

が変更されたため、活動費

に関する債権は生じない

が、今後、同様の債権が発生

することの無いよう、管理

徹底を図る。 

財政課の指

摘を受け対

応策を追加 

保健福祉部 計 ４件 
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部名 リスク種別 不適切事項の内容 再発防止策の実施 対応区分 

子ども

家庭部 

収入関係 不要な利用料を徴収して

しまい、還付手続きが発生

した。 

担当職員全員に注意喚起

し、複数の職員によるチェ

ック等の体制強化を図っ

た。 

当該部・課

で対応策を

追加 

支出関係 手当等の支給処理手順を

誤り、手当を誤支給してし

まった。 

担当職員全員に注意喚起

し、複数の職員によるチェ

ック等の体制強化を図っ

た。 

当該部・課

で対応策を

追加 

支出関係 補助金申請に係る算定票

の内訳の一部で、消費税率

の誤積算があった。（支出

先へ支払う補助金額には

影響は生じなかった。） 

こまめなＯＪＴで当該業務

に携わる職員に対し注意喚

起を図るとともに、補助金

算定チェック票に当該項目

を追加することで確認手順

を整備し、点検、確認を徹底

した。 

財政援助団

体等監査で

注意を受け

対応策を追

加 

子ども家庭部 計 ３件 

都市 

整備部 

支出関係 助成金の支払口座の誤記

に気付かず、支払いが遅延

した。 

申請時及び支払処理時に、

複数の職員によるチェック

等の体制強化を図った。 

当該部・課

で対応策を

追加 

都市整備部 計 １件 

環境部 予算関係 事前に財政課の了承を得

ずに予算額を超える助成

金の申請を受け付けてし

まった。 

当該業務に携わる職員への

注意喚起、事務手順改善、複

数の職員によるチェック等

の体制強化を図った。 

当該部・課

で対応策を

追加 

支出関係 複数人への一括支払いを

行う処理で入力ミスが生

じた。 

当該業務に携わる職員への

注意喚起、事務手順改善、複

数の職員によるチェック等

の体制強化を図った。 

会計課審査

で指摘を受

け対応策を

追加 

環境部 計 ２件 

教育委

員会事

務局 

支出関係 請書の入力時に所属を誤

り、他の所属から支出され

てしまった。 

複数の職員によるチェック

体制の強化を実施した。 

当該部・課

で対応策を

追加 

支出関係 謝礼や報酬の未払いがあ

ることが発覚し、支払いが

遅延した。 

（他、類似不備３件あり。） 

事務手順の改善、複数の職

員によるチェック体制の強

化を実施した。 

定期監査で

注意を受け

対応策を追

加 

支出関係 委員への報償費に対する

源泉徴収税額が誤ってい

た。 

当該業務に携わる職員への

注意喚起、事務手順の改善

を実施した。 

 

定期監査で

現場指導を

受け対応策

を追加 
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部名 リスク種別 不適切事項の内容 再発防止策の実施 対応区分 

教育委

員会事

務局 

支出関係 個人事業主への報酬に対

する源泉徴収を行ってい

なかった。 

当該業務に携わる職員への

注意喚起、事務手順の改善

を実施した。 

当該部・課

で対応策を

追加 

支出関係 履行確認後、事業者からの

請求が来なかったため、１

か月以上、支払が遅延し

た。 

支出命令が未完了の契約に

ついて、複数の職員による

チェック体制の強化を実施

した。 

当該部・課

で対応策を

追加 

契約関係 契約手続きが完了してい

ないにもかかわらず事業

を開始してしまった。 

当該業務に携わる職員への

注意喚起、OJTを行い、職員

のサポート体制の強化を図

った。 

 

定期監査で

指摘を受け

対応策を追

加 

教育委員会事務局 計 ９件 

合   計 ２３件 
 

 

 

２ 定期監査への対応 

令和２年度に実施された定期監査結果に対する各部・課のリスク識別・評価、対応策の

策定状況を確認した。（Ｐ.７～８ 表４参照） 

その結果、監査の指摘等事項については、監査前においては発生しうるリスクに対する

網羅的な識別・評価が出来ていなかった、または、リスク識別・評価は行われていたが講

じた対応策に実行性・有効性を欠き不適切な財務事務の発生を防止出来ていなかったこ

とを把握した。 

監査後は、リスクの識別・評価が漏れていた事案に対しては、各部・課がリスクシート

に同事項を追加し対応策を講じている。また、講じた対応策に実行性・有効性を欠き不適

切な財務事務の発生を防止出来ていなかった事案については、策定した対応策の見直し

を行っている。（Ｐ.７～８ 表４参照） 

 

 

令和２年度の定期監査の結果 
リスクシートにおける 

リスク評価・対応策 

結果 項目 内容 件数 監査前 監査後 

指摘 

契約事務（随

意契約）につ

いて 

不適切な見積競争が疑わ

れるもの 
１件 あり 見直し 

契約手続（経理課長への

契約締結依頼）を行わず

に、業務委託を行ってい

たもの 

１件 なし 追加 

指摘事項 計２件 

表４ 令和２年度定期監査の結果に対するリスク評価・対応策の策定状況 
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令和２年度の定期監査の結果 
リスクシートにおける 

リスク評価・対応策 

結果 項目 内容 件数 監査前 監査後 

注意 

契約事務（随

意契約）につ

いて 

不適切な分割発注を行

い、経理課長に契約締結

依頼を行っていなかった

もの 

３

件 

１件 なし 追加 

２件 あり 見直し 

不適切な分割発注を行

い、見積競争を行ってい

なかったもの 

１件 あり 見直し 

納品された後に契約して

いるもの 
１件 なし 追加 

区外業者からのみ見積書

を徴取し、契約していた

もの 

１件 なし 追加 

契約事務（履

行確認）につ

いて 

緊急時の対応を含む契約

で、最終の履行確認を怠

っていたもの 

６ 

件 

４件 なし 追加 

２件 あり 見直し 

検査完了後に、直ちに検

査証（履行確認書）が作成

されていなかったもの 

１件 なし 追加 

業務履行完了前に履行確

認が行われていたもの 
２件 なし 追加 

補助金の執行

について 

補助金の算定誤りがあ

り、追加交付金及び返還

金が発生していたもの 

１件 なし 追加 

予算の執行状

況について 

非常勤職員（学習支援教

員）の報酬が適正に支給

されていなかったもの 

１件 なし 追加 

現金及び物品

の出納保管状

況について 

物品の管理が適正に行わ

れていなかったもの 
１件 あり 見直し 

注意事項 計１８件 

意見 

・ 

要望 

現金及び金券類

の出納保管状況

等について 

金券等受払簿の記帳が適

性を欠いていたもの 
９件 あり 見直し 

リスクへの対応

を含む業務マニ

ュアル等の整備

状況、過去の不

適切な事務処理

等への対応の引

継ぎや実務研修

の実施状況等に

ついて 

内部統制のリスク識別及

び自己評価が適切に行わ

れていなかったもの 

３件 なし 追加 

定期監査結果に対する対

応が不適切であったもの 
１件 なし 追加 

意見・要望事項 計１３件 
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３ 業務レベルの内部統制の評価 

（１）重大な不備の有無 

  令和２年度に発生した不適切な財務事務について、区民や区に対し、大きな経済的・社

会的な不利益を生じさせる重大な不備に該当するか否か、以下の視点に基づき総合的に

検証した結果、内部統制の重大な不備はないと判断した。 

ただし、重大な不備とまでは言えないものの、事務処理の誤りにより契約相手や支払先、

区民に対して影響を与えてしまった不適切事項が２３件発生していることが自己評価シ

ートにより把握され、また、定期監査において令和元年度と同程度の件数の指摘・注意等

を受ける等、不適切な財務事務の発生防止が十分にできていないことから、内部統制制度

をより一層浸透・定着させ、実効性を高めていく必要がある。 

 

【重大な不備か否かを検証する際の視点】 

・不適切な事項は、誤謬ではなく不正により発生したものか 

・不適切な事項は、法令等に違反するか  

・不適切な事項により、組織外（区民）に広く、直接的な影響（損失）を与えるか 

・不適切な事項により発生した経済的な損失は、回復可能であるか 

・発生した経済的な損失はどの程度か 

 

（２）評価結果 

各部・課において、リスクの識別・評価を行い、リスクに対する対応策を策定し、それ

らに対する自主的な点検・評価を行うという主体的な取組を行っていること、また、定期

監査への対応として、リスク識別・評価が漏れていた事案等についてリスクシートを更新

するなどの取組を行っていることから、リスクの再発防止に向けた循環構造が機能して

いると言え、業務レベルの内部統制は概ね有効に整備・運用されているものと判断した。 
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Ⅲ 全庁的な内部統制に関する事項 

 

１ 全庁的な内部統制の整備状況 

 総務省公表のガイドライン別紙１「地方公共団体の全庁的な内部統制の評価の基本的考

え方及び評価項目」で示された、基本的要素ごとの評価項目に対応する本区の条例、規則や

手引き等の整備・運用状況は以下のとおりである。（評価項目と本資料の該当項目の対応関

係の一覧は、Ｐ．１８～２１の別紙を参照。） 

 

（１）統制環境 （評価項目１－１～３－２） 

統制環境は、区長及び職員の誠実性や倫理観、組織の運営方針や体制など、組織内の全

ての者の意識や行動に影響を与えるものであり、他の内部統制の基本的要素の基礎・基盤

となるものである。 

 

①  「杉並区内部統制基本方針（令和２年１月 17日）」を策定し、区における内部統制制

度の目的、対象とする事務及び推進すべき方針等を区長名で公表している。 

この基本方針に基づく活動のために「内部統制の推進体制に関する要綱（令和２年３

月 26日 杉並第 68825号）」を策定し、全庁的な内部統制の推進体制及び評価体制を整

備して、内部統制の整備及び運用の推進とその結果を検証し、必要な見直しを図ること

としている。 

 

②  「自治基本条例（平成 14年 条例第 47号）」では、誠実に職務遂行を行うことを長の

責務等として定めており、区の職員を適切に指揮監督する姿勢を、職員及び区民等に

示している。 

また、全庁的な財務事務を所管する課等から、財務に関する事務の適正な処理に関す

る各種通知、マニュアル等を発信している。 

 

【手引き、マニュアル】  

● 契約事務の手引き（経理課） ● 会計事務の手引き（会計課） 

● 審査出納員実務資料（会計課） 
● 財務会計システム 運用・操作マニュアル（財政課、経理課、会計課） 

 

【各種通知】 

  ● 例月出納検査での指摘事項について（通知）  

（令和２年８月 20日、12月 17日、令和３年３月 18日 会計課） 

  ● 杉並区公契約条例の施行及び職員説明会の開催について（通知） 

（令和２年８月６日 経理課） 
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  ● 令和３年度当初予算編成事務処理方針について  

（令和２年９月９日 財政課）  

【コンプライアンス通信】 

  ● 通信第 1号「出納閉鎖に係る注意事項について」 

（令和２年５月 22日 コンプライアンス推進担当） 

  ● 通信第６号「郵券（切手）の適正管理について」 

（令和３年１月 15日 コンプライアンス推進担当） 

 

③  「杉並区職員の倫理の保持及び公益通報に関する条例（平成16年 条例第３号）」で

は、職員は、全体の奉仕者であり、常に公正な職務の執行に当たること、職務や

地位を自らや自らの属する組織のための私的利益のために用いてはならないこと

等を定め、「杉並区職員服務規程（昭和50年 訓令甲第９号）」において、職員が誠

実、公正かつ能率的に職務を遂行することを定めており、職員が持つべき行動指

針や遵守すべき基準を定めている。 

また、依命通達により、全体の奉仕者であることを常に自覚することや、職員の綱

紀の保持に努めること等を通達している。特に新規採用職員には、杉並区新規採用職

員ハンドブックを活用した研修により、公務員として必要とされる倫理的な行動を心

がけるように働きかけている。 

 

【依命通達】 

   ●東京都知事選挙における地方公務員の服務規律の確保について  

（令和２年６月 17日 人事課） 

●職員の服務について  

（令和２年 11月 18日 人事課） 

●年末年始における職員の綱紀の保持について 

（令和２年 12月２日 人事課） 

 

④  「杉並区公契約条例（令和２年 条例第 16号）」、「杉並区公共調達の指針」において、

公契約に係る手続の透明性を確保し、公正な競争を促進することを定め、指定管理者

制度においては、基本協定書において、公共性、公平性の確保に努めることを定める

ことで外部委託等に係る区の方針及び関係する職員の姿勢を明らかにしている。 

 

⑤  「杉並区職員人事評価規程（平成 28年 訓令第 27号）」において、服務規律の遵守、

効率的・効果的な業務遂行などを評価項目とした人事評価制度を定めている。 

また、法令違反などの一定の義務違反があった場合、関係各課は、情報連絡シート等

により、適時にそれを把握し、適宜、「杉並区職員の懲戒に関する条例（昭和 50年 条
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例第６号）」、「杉並区職員の懲戒処分に関する指針（平成 19 年 杉並第 61038 号）」に

基づき、懲戒処分を行い、公表している。 

 

【令和２年度の処分の件数】 

処分 戒告  減給 
停職 

１か月未満 

停職 

１か月以上 
免職 

件数 ２件 ０件 ０件 １件 ２件 

※財務に関する事務に起因する処分の該当なし。 

 

⑥  「杉並区職員定数条例（昭和 29 年 条例第１号）」では、区政運営が効率的かつ機

動的なものとなるよう努めることを定め、「組織機構・職員定数管理方針」におい

て、限りある人的資源で最大の効果を発揮するよう、組織機構等の管理方針を定

めている。本方針に基づき各部・課において作成した「組織機構改正案調書」「所要

人員計画書」により、各部・課の役割や人員資源を明確にし、適宜、組織の改編を行

う等、適切（効率的）な組織運営に向けて取り組んでいる。 

また、「杉並区行財政改革推進計画」において、効率的で活力ある組織運営を方針

に掲げ、既存組織の効率化の検討・実施を行うとともに、課内グループ制のモデル実

施を行う等、効率的な組織運営に向けて取り組んでいる。  

 

⑦  職員の公務員倫理、財務事務能力を向上させるため、「杉並区人材育成計画」等の人

材育成に係る方針に基づき研修を実施している。 

また、ＯＪＴの支援（ＯＪＴハンドブックを活用した職層研修）、新任職員育成担当

者制度の活用、研修受講報告書の活用（研修受講者が研修内容を各職場に報告）を通

し、日々の業務を通じた育成指導を行い、職員の必要な能力を引き出すことを支援し

ている。 

さらに、職員が随時閲覧し学習できるように、人材育成計画等に基づく研修の資料

をイントラネットに掲載している。 

 

【主な研修の実施状況】 

財務に関する事務に 

係る研修名 
実施日 対象者区分 

受講者数 

（延べ人数） 

契約事務 7/27・8/27・12/7 希望する職員 116人 

予算 8/6 希望する職員 59人 

財務会計事務 8/25・2/9 希望する職員 137人 
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公務員の職務・倫理

に係る研修名 
実施日 対象者区分 

受講者数 

（延べ人数） 

新任研修 8/19～8/28 

令和２年度新任職員 

平成 31 年度中途採用職

員 

170人 

公務員倫理研修 

（公益通報研修） 

10/29 各課１名 60人 

2/3 
令和３年４月１日付 

管理職昇任予定の職員 
2人 

 

日々の業務を通じた

育成指導に係る研修名 
実施日 職層区分 

受講者数 

（延べ人数） 

新任育成担当者フォ

ロー研修 

10/13・10/14 

10/15・10/16 

令和２年度新任職員育

成担当者 
122人 

ＯＪＴ等に係る係長

研修 
7/10 

令和２年４月１日付係

長職昇任者等 
53人 

係長職昇任前研修 12/4 
令和３年４月１日付係

長職昇任予定の職員等 
72人 

 

（２）リスクの評価と対応（評価項目４－１～６－１） 

リスクの評価と対応とは、組織目的の達成に影響を与える事象について、組織目的の達

成を阻害する要因をリスクとして識別、分析及び評価し、当該リスクへの適切な対応を選

択するプロセスをいう。 

 

①  財務に関する事務に係るリスクを適切に識別・評価し、対応策を策定・実施するプ

ロセスを「内部統制取組の手引」に明示し、各部・課は、その手引に則り「リスク評

価シート・リスク対応策検討シート（以下「リスクシート」という。）」を作成・活用

している。 

 

 

【内部統制取組の手引の主な記載内容】 

（ア）リスクの識別を網羅的に行う方法 

・過去３年間程度の監査結果、会計課の金銭会計事務調査、直近１年程度の例月

出納検査の結果等を参考にリスクを識別すること。 

・過去の定期監査、例月出納検査等の指摘事項や、『監査指摘・改善措置事例集』

（東京都 平成 30 年３月）等を基に作成した「杉並区財務会計におけるリス

ク評価一覧」を参考にリスクを識別すること。 
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（イ）リスクの評価方法 

・リスクが過去に経験したものであるか否か、全庁的なものであるか否かを分類

すること。 

・リスクの質的重要性（区の信頼性への影響）及び量的重要性（発生可能性と影

響範囲）を評価すること。 

・評価水準を一定に保つために「リスク評価分析表」を示し、それに従い評価す

ること。 

（ウ）リスク対応策の策定方法 

・（イ）の評価結果に応じ対応策を策定すること。 

・対応策は、リスクの具体的内容、発生要因を整理した上で策定すること。 

・対応策について、実現可能性、リスク低減の効果を評価すること。 

・実現可能性の評価は、職員の過重な負担とならないことを視点として行うこと。 

 

 

②  各部・課は、「内部統制自己評価マニュアル」を基に、リスクの識別・評価、リス

ク対応策の適切性について事後的な評価を実施し、適宜リスクシートを更新してい

る。 

 

【自己評価マニュアルの主な記載内容】 

評価方法及びリスク対応策等の改善方法 

・各部・課の自己評価の結果により、必要に応じて、新たなリスクを識別・評価す

ること。 

・リスク対応策の適切性を検討し、必要に応じて、対応策の見直しを行うこと。 

 

③  独立的評価部門である内部統制評価部会が、各部・課の①、②の取組の適切性を事

後的に評価し、その評価結果を踏まえ内部統制推進事務局から各部・課へ是正指示を

行っている。 

 

 

（３）統制活動（評価項目７－１～８－２） 

統制活動とは、長の命令及び指示が適切に実行されることを確保するために定める権

限及び職責の付与等の方針及び手続をいう。 

 

財務事務に係る各規則を定め、財務事務執行における権限と責任の所在を明確化し、職

務の分離を図っている。 
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【各規則】 

   ●杉並区会計事務規則（昭和 39年 規則第５号） 

会計事務の指導統括に関する事務を会計管理者が行うこととし、金銭出納員及び

審査出納員等の設置及び事務委任について定めている。 

   ●杉並区予算事務規則（昭和 39年 規則第１号） 

配当、執行委任又は令達をされた予算に係る支出命令に関する事務委任について

定めている。 

   ●杉並区契約事務規則（昭和 39年 規則第 19号） 

契約事務の総括を総務部長が行うこととし、契約担当者への事務委任及び監督員、

検査員、立会員等の指定について定めている。 

●杉並区物品管理規則（昭和 39年 規則第 18号） 

物品管理の指導総括に関する事務を会計管理者が行うこととし、物品管理者及び

物品出納員の設置及び事務委任について定めている。 

 

また、「杉並区長の権限に属する事務の一部を委任する規則（昭和 38年 規則第 17 

号）」、「杉並区職務権限規程（昭和 46年 訓令甲第１号）」、「事案決定基準（平成 19年 杉

並第 89903号）」、「杉並区教育委員会職務権限規程（昭和 54年 教委訓令甲第 11号）」に

おいて、権限配分を行い、事案ごとの適切な承認体制を明確化している。 

  これらに加え、「１ 統制環境（２）」のとおり、事務執行の適正化を図るために、適宜、 

必要な通知等により全庁に周知している。 

 

 

（４）情報と伝達（評価項目９－１～１０－２） 

情報と伝達とは、組織においては、識別、把握及び処理された情報が組織内外に適切に

伝達される仕組みを整備すること、組織の外部からの情報を入手するための仕組みを整

備することをいう。 

 

①  各種通知など、内部・外部からの文書等を収受し、目的に応じて供覧、起案・決裁

処理を行い、外部、内部の必要な部署に適切に伝達されるよう、「杉並区文書等管理規

程（平成 15年 訓令甲第 30号）」、「文書事務の手引き」に、文書事務の処理基準を定

めている。 

 

②  情報資産（個人情報を含む）を保護することを目的として、「杉並区個人情報保

護条例（昭和 61年 条例第 39号）」、「杉並区情報公開・個人情報保護審議会条例（昭

和 61 年 条例第 41 号）」、「杉並区情報公開条例（昭和 61 年 条例第 38 号）」「杉並区
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情報セキュリティ基本方針」を定めている。 

また、「杉並区情報セキュリティ基本方針」に基づき、各部・課においては、セキュ

リティ実施手順を策定し、情報資産を厳格・適正に管理している。 

 

③  「杉並区職員の倫理の保持及び公益通報に関する条例（平成 16 年 条例第３号）」、

「公益通報者保護法に関する事務処理要綱（平成 18年 杉並第 92076号）」において、

職員等が公益通報を行うことができる旨を定めている。また、公益通報を理由に通報

者が不利益を被らないことを確保した制度・体制を構築している。 

 

 

（５）モニタリング（評価項目１１－１、２） 

モニタリングとは、内部統制が有効に機能していることを継続的に評価するプロセス

をいう。 

 

通常の業務に組み込まれる日常的モニタリングとして、会計管理者又は審査出納員が

支出命令等を審査している。また、定期的に行われる独立的評価として、金銭会計事務調

査、物品管理事務調査、自己検査を実施しており、そこで発見された財務事務に係る不適

切事項は、処理担当者、決裁権者へ伝達され、適時に是正している。 

財務事務に係る不適切事項について、「（１）統制環境②」のとおり、各所管課から適正

処理に係る通知を発送し、是正及び改善を図っている。 

また、定期監査や財政援助団体等監査等により指摘された不適切な財務事務に対し必

要な是正を行い、また、発生原因を分析し、講じた再発防止策を監査委員へ報告している。 

 

 

（６）ＩＣＴへの対応（評価項目１２－１～１２－４） 

  ＩＣＴへの対応とは、組織目的を達成するために適切な方針及び手続を定め、それを踏

まえて、ＩＣＴに対応することをいう。 

 

① 「杉並区情報化基本方針」を策定し、区の目指す情報化のあり方や目標を定め、こ

れを実現するための具体的な項目を「杉並区情報化アクションプラン」で示し、ＩＣ

Ｔを活用した区民サービスの更なる向上や、区と区民との協働を支えるコミュニケー

ションの充実、情報セキュリティ対策の一層の強化に取り組んでいる。 

 

② 個人情報はもとより、区が管理する全ての情報を区の情報資産ととらえ、これらを

外部からのサーバー攻撃等、さまざまな脅威から守る効果的で実効性のある情報セキ

ュリティ対策を講じるため、情報セキュリティを運営していくための情報マネジメン
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トシステムを構築し、情報資産を厳格に保護することを目的として、「杉並区情報セ

キュリティ基本方針」を定めている。 

この基本方針に基づき、区が保有する情報資産を適正に管理するために実施すべき

情報セキュリティ対策について定めることを目的として、「杉並区情報セキュリティ

対策基準」を定め、各課でシステム運用を実施している。加えて、この基準において、

システムの安定稼働を実現するため、事前に保守計画を定め、確実な実施を確認し、

管理を行うこととしている。 

また、情報の適切な利用を実現するため、人事異動等に伴う利用者登録・削除の確

実な実施、パスワード認証や生体認証を導入する等、適切なシステム運用を行ってい

る。外部委託によりシステム開発やその運用を行う際には、各課は契約書に「杉並区

情報セキュリティ対策基準」の遵守を記載し、情報セキュリティ要件を定め、その実

施状況を確認している。 

さらに、情報の正確性を実現するため、重要な情報を扱うシステムは、誤入力を防

止するためのチェック機能、出力データにおける内部処理結果を正確に出力する機能、

記録する情報について改ざん又は漏えいをチェックする機能を採用しているほか、マ

スターデータの適切な保管を実現するため、重要な機器の管理区画への設置、操作ロ

グの取得や確認、セキュリティに配慮したシステム設計を行っている。 

 

 

２ 全庁的な内部統制についての評価 

ガイドラインの別紙１「地方公共団体の全庁的な内部統制の評価の基本的考え方及び

評価項目」の評価項目に対し、不足なく規則や制度等が整備・運用されているため、全庁

的な内部統制は概ね有効に整備・運用されているものと判断した。 
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別紙 

 

総務省公表のガイドライン別紙１「地方公共団体の全庁的な内部統制の評価の基本的考え

方及び評価項目」と本資料の該当項目 

地方公共団体の全庁的な内部統制の評価の基本的考え方及び評価項目 本資料 

該当項目 
基本的 

要素 

評価の基本的な 

考え方 
評価項目 

統 
 

制 
 

環 
 

境 

1 長は、誠実性と倫

理観に対する姿勢を

表明しているか。 

1-1 長は、地方公共団体が事務を適正に

管理及び執行する上で、誠実性と倫理観が

重要であることを、自ら指示、行動及び態

度で示しているか。 

Ｐ．１０、１１ 

・Ⅲ‐１‐（１）‐① 

・Ⅲ‐１‐（１）‐② 

1-2 長は、自らが組織に求める誠実性と

倫理観を職員の行動及び意思決定の指針

となる具体的な行動基準等として定め、職

員及び外部委託先、並びに、住民等の理解

を促進しているか。 

Ｐ．１１ 

・Ⅲ‐１‐（１）‐③ 

・Ⅲ‐１‐（１）‐④ 

1-3 長は、行動基準等の遵守状況に係る

評価プロセスを定め、職員等が逸脱した場

合には、適時にそれを把握し、適切に是正

措置を講じているか。 

Ｐ．１１、１２ 

・Ⅲ‐１‐（１）‐⑤ 

2 長は、内部統制の

目的を達成するに当

たり、組織構造、報

告経路及び適切な権

限と責任を確立して

いるか。 

2-1 長は、内部統制の目的を達成するた

めに適切な組織構造について検討を行っ

ているか。 

Ｐ．１０、１２ 

・Ⅲ‐１‐（１）‐① 

・Ⅲ‐１‐（１）‐⑥ 

2-2 長は、内部統制の目的を達成するた

め、職員、部署及び各種の会議体等につい

て、それぞれの役割、責任及び権限を明確

に設定し、適時に見直しを図っているか。 

3 長は、内部統制の

目的を達成するに当

たり、適切な人事管

理及び教育研修を行

っているか。 

3-1 長は、内部統制の目的を達成するた

めに、必要な能力を有する人材を確保及び

配置し、適切な指導や研修等により能力を

引き出すことを支援しているか。 

Ｐ．１２、１３ 

・Ⅲ‐１‐（１）‐⑦ 

3-2 長は、職員等の内部統制に対する責

任の履行について、人事評価等により動機

付けを図るとともに、逸脱行為に対する適

時かつ適切な対応を行っているか。 

Ｐ．１０～１３ 

・Ⅲ‐１‐（１）‐② 

・Ⅲ‐１‐（１）‐⑤ 

・Ⅲ‐１‐（１）‐⑦ 
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リ 

ス 

ク 

の 

評 

価 

と 

対 
応 

4 組織は、内部統制

の目的に係るリスク

の評価と対応ができ

るように、十分な明

確さを備えた目標を

明示し、リスク評価

と対応のプロセスを

明確にしているか。 

4-1 組織は、個々の業務に係るリスクを

識別し、評価と対応を行うため、業務の目

的及び業務に配分することのできる人員

等の資源について検討を行い、明確にして

いるか。 

Ｐ．１２ 

・Ⅲ‐１‐（１）‐⑥ 

4-2 組織は、リスクの評価と対応のプロ

セスを明示するとともに、それに従ってリ

スクの評価と対応が行われることを確保

しているか。 

Ｐ．１３、１４ 

・Ⅲ‐１‐（２） 

‐①～③ 

5 組織は、内部統制

の目的に係るリスク

について、それらを

識別し、分類し、分

析し、評価するとと

もに、評価結果に基

づいて、必要に応じ

た対応を取っている

か。 

5-1 組織は、各部署において、当該部署

における内部統制に係るリスクの識別を

網羅的に行っているか。 

Ｐ．１３、１４ 

・Ⅲ‐１‐（２）‐① 

・Ⅲ‐１‐（２）‐② 

5-2 組織は、識別されたリスクについて、

以下のプロセスを実施しているか。 

1）リスクが過去に経験したものであるか

否か、全庁的なものであるか否かを分類す

る 

2）リスクを質的及び量的（発生可能性と

影響度）な重要性によって分析する 

3）リスクに対していかなる対応策をとる

かの評価を行う 

4）リスクの対応策を具体的に特定し、内

部統制を整備する 

Ｐ．１３，１４ 

・Ⅲ‐１‐（２）‐① 

5-3 組織は、リスク対応策の特定に当た

って、費用対効果を勘案し、過剰な対応策

をとっていないか検討するとともに、事後

的に、その対応策の適切性を検討している

か。 

Ｐ．１３、１４ 

・Ⅲ‐１‐（２）‐① 

・Ⅲ‐１‐（２）‐③ 

6 組織は、内部統制

の目的に係るリスク

の評価と対応のプロ

セスにおいて、当該

組織に生じうる不正

の可能性について検

討しているか。 

6-1 組織において、自らの地方公共団体

において過去に生じた不正及び他の団体

等におけて問題となった不正等が生じる

可能性について検討し、不正に対する適切

な防止策を策定するとともに、不正を適時

に発見し、適切な事後対応策をとるための

体制の整備を図っているか。 

Ｐ．１１、１２ 

・Ⅲ‐１‐（１）‐⑤ 

Ｐ．１３、１４ 

・Ⅲ‐１‐（２）‐① 
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地方公共団体の全庁的な内部統制の評価の基本的考え方及び評価項目 本資料 

該当項目 
基本的 

要素 

評価の基本的な 

考え方 
評価項目 

統 
 

制 
 

活 
 

動 

7 組織は、リスクの

評価及び対応におい

て決定された対応策

について、各部署に

おける状況に応じた

具体的な内部統制の

実施とその結果の把

握を行っているか。 

7-1 組織は、リスクの評価と対応におい

て決定された対応策について、各部署にお

いて、実際に指示通りに実施されている

か。 

Ｐ．１４ 

・Ⅲ‐１‐（２）‐③ 

7-2 組織は、各職員の業務遂行能力及び

各部署の資源等を踏まえ、統制活動につい

てその水準を含め適切に管理しているか。 

8 組織は、権限と責

任の明確化、職務の

分離、適時かつ適切

な承認、業務の結果

の検討等についての

方針及び手続を明示

し適切に実施してい

るか。 

8-1 組織は、内部統制の目的に応じて、

以下の事項を適切に行っているか。 

1）権限と責任の明確化 

2）職務の分離 

3）適時かつ適切な承認 

4）業務の結果の検討 

Ｐ．１０ 

・Ⅲ‐１‐（１）‐① 

Ｐ．１４、１５ 

・Ⅲ‐１‐（３） 

8-2 組織は、内部統制に係るリスク対応

策の実施結果について、担当者による報告

を求め、事後的な評価及び必要に応じた是

正措置を行っているか。 

Ｐ．１４ 

・Ⅲ‐１‐（２）‐③ 

情 
 

報 
 

と 
 

伝 
 

達 

9 組織は、内部統制

の目的に係る信頼性

のある十分な情報を

作成しているか。 

9-1 組織は、必要な情報について、信頼

ある情報が作成される体制を構築してい

るか。 

Ｐ．１５ 

・Ⅲ‐１‐（４）‐① 

9-2 組織は、必要な情報について、費用

対効果を踏まえつつ、外部からの情報を活

用することを図っているか。 

9-3 組織は、住民の情報を含む、個人情

報等について、適切に管理を行っている

か。 

Ｐ．１５、１６ 

・Ⅲ‐１‐（４）‐② 

10 組織は、組織内

外の情報について、

その入手、必要とす

る部署への伝達及び

適切な管理の方針と

手続を定めて実施し

10-1 組織は、作成された情報及び外部か

ら入手した情報が、それらを必要とする部

署及び職員に適時かつ適切に伝達される

ような体制を構築しているか。 

Ｐ．１５ 

・Ⅲ‐１‐（４）‐① 

10-2 組織は、組織内における情報提供及

び組織外からの情報提供に対して、かかる

Ｐ．１６ 

・Ⅲ‐１‐（４）‐③ 
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ているか。 情報が適時かつ適切に利用される体制を

構築するとともに、当該情報提供をしたこ

とを理由として不利な取扱いを受けない

ことを確保するための体制を構築してい

るか。 

モ 

ニ 

タ 

リ 

ン 

グ 

11 組織は、内部統

制の基本的要素が存

在し、機能している

ことを確かめるため

に、日常的モニタリ

ング及び独立的評価

を行っているか。 

11-1 組織は、内部統制の整備及び運用に

関して、組織の状況に応じたバランスの考

慮の下で、日常的モニタリング及び独立的

評価を実施するとともに、それに基づく内

部統制の是正及び改善等を実施している

か。 

Ｐ．１６ 

・Ⅲ‐１‐（５） 

11-2 モニタリング又は監査委員等の指

摘により発見された内部統制の不備につ

いて、適時に是正及び改善の責任を負う職

員に伝達され、その対応状況が把握され、

モニタリング部署又は監査委員等に結果

が報告されているか。 

Ｉ 

Ｃ 

Ｔ 

へ 

の 

対 

応 

12 組織は、内部統

制の目的に係るＩＣ

Ｔ環境への対応を検

討するとともに、Ｉ

ＣＴを利用している

場合には、ＩＣＴの

利用の適切性を検討

するとともに、ＩＣ

Ｔの統制を行ってい

るか。 

12-1 組織は、組織を取り巻くＩＣＴ環境

に関して、いかなる対応を図るかについて

の方針及び手続を定めているか。 

Ｐ．１６ 

・Ⅲ‐１‐（６）‐① 

12-2 内部統制の目的のために、当該組織

における必要かつ十分なＩＣＴの程度を

検討した上で、適切な利用を図っている

か。 

12-3 組織は、ＩＣＴの全般統制として、

システムの保守及び運用の管理、システム

へのアクセス管理並びにシステムに関す

る外部業者との契約管理を行っているか。 

Ｐ．１６、１７ 

・Ⅲ‐１‐（６）‐② 

12-4 組織は、ＩＣＴの業務処理統制とし

て、入力される情報の網羅性や正確性を確

保する統制、エラーが生じた場合の修正等

の統制、マスターデータの保持管理等に関

する体制を構築しているか。 

Ｐ．１６、１７ 

・Ⅲ‐１‐（６）‐② 
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杉並区内部統制基本方針 

 

 

区は、首都直下地震の備えや少子高齢化の進展に対応した福祉施策の充実、老朽化の進む

区立施設の更新など、大都市特有の行政需要を抱えています。一方、区の人口は将来的には

減少に転じることが予測され、また、景気の動向も先行き不透明な状況であり、今後の税収

の大幅な伸びは期待できません。このような状況にあっても、区は、時代と共に変化する行

政需要に迅速かつ的確に対応するため、住民に最も身近な基礎自治体として、限られた行政

資源を最大限活用して、適正な事務の執行に努めていかなければなりません。 

そこで、区は、区民から信頼される自治体であり続けるために、①業務の効率的かつ効果

的な遂行、②財務報告等の信頼性の確保、③業務に関わる法令等の遵守、④資産の保全とい

う内部統制の４つの目的を達成するため、地方自治法第 150 条第２項の規定に基づき、業務

の適正な管理及び執行を確保するための方針を以下のとおり定めます。 

 

 

１ 組織一丸となって内部統制の目的を達成するために、効果的な組織体制を構築するとと

もに、研修等の充実により職員の能力を高めることに努めます。 

 

２ 業務執行に伴うリスクの発生回避と発生時の影響の最小化を図るために、業務のリスク

分析と評価を行い、適切な対策を講じます。 

 

３ 保有する資産の適正な管理と効果的な利活用を図るために、資産の取得、使用、処分を

正当な手続き及び承認のもとに行います。 

 

４ 業務に必要な情報を、正確かつ迅速に識別、把握、処理及び伝達するとともに、正当な 

手続きに基づいて適切に保存及び管理するために、必要な仕組みを整備します。 

 

５ 内部統制が有効に機能しているかを継続的に評価し、必要な見直しを行うために、全庁

的な推進体制を整備し、計画的に取組を進めます。 

 

 

 杉並区は、この基本方針に基づき、財務に関する事務を対象として内部統制体制の整備及

び運用を実施し、その状況について公表してまいります。 

 

 

                       令和 ２年 １月１７日 

 

                          杉並区長  田 中  良 
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リ ス ク 評 価 シ ー ト

【注　釈】
共通・個別　　過去・経験　＝　リスクの分類
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　共通・個別　＝　共通は、全庁的に対応が必要なリスク。個別は、特別な業務に固有のリスクという区分
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　過去・経験　＝　過去に経験したリスクか、未経験（他の自治体でのリスクで杉並区では経験がないリスクを含む）かの区別
リスクの種類　＝　「杉並区財務会計におけるリスク評価一覧」のリスク種類の大項目から選択
発生原因・要因　＝　「人的要因、組織・人事的要因、法令・制度的要因、機器・システム的要因、環境的要因、その他」という類型的に原因・要因を分類する。
保留理由　＝　「対策実施」で「保留」とした理由を簡略に記載する。

履行場所が不明確
履行期間の年度誤り

人的要因

大 高

中1 共通 有 契約関係 契約書等の不備

保留理由量的重要性
質的
重要性

5 5

25

必要

作成年月日

所属部課係

番号
共通・
個別

過去
経験

リスクの種類
リスク

リスクの内容 具体例 発生原因・要因 影響度
発生
頻度

リスクの評価
対策
実施

ドロップダウン・リスト

で選択

ドロップダウン・リストで選択

下記の類型により、最も要因となるも

のを選択

・ 人的要因

・ 組織・人事的要因

・ 法令・制度的要因

・ 機器・システム的要因

・ 環境的要因

・ その他

ドロップダウン・リスト

で選択

過去に経験したリスクは、過去の監査結果、

金銭会計事務調査及び物品管理事務調査

を基礎資料とし、かつ、会計課の審査におけ

る注意等も活用し、各所属で洗い出す。

職員のリスクに対する共通認識を高めるた

めに、リスクの洗い出しは、職員ミーティング

を行い、作成していく。

番号は、リスク対応策検討シート

と関連させるために、このシートと

リスク対応策検討シートで同一番

号とする。

「対策実施」で『保留』

とした場合に、保留し

た理由を記載する。

『保留』：リスクの回避、

低減が、費用対効果、

制度上の問題でできな

いときは、対策の実施

が保留となる。

「杉並区財務会計におけるリスク評

価一覧」「リスク評価分析表」により、

リスクの評価を行う。

量的重要性の積が「９」以上、または、

質的重要性が「中」以上のリスクは、

原則対応策を立てる。

2
5

資
料
２



【注　釈】
番号　＝　「リスク評価シート」の番号を使用
発生リスクの内容　＝　「概要」は、「リスク評価シート」の「リスクの内容」をさらにわかりやすく記載し、「詳細」は、対策に繋げるためにリスクの詳細を記述す
る。
発生の要因　＝　「リスク評価シート」の「発生原因・要因」との関連づけをしたうえで、対策に繋げていく。
対応策の実施者／対策　＝　対策を実施する者に対比する形式で対策を記載する。

仕様書作成時に、２名以上で
仕様書内容を確認する。

契約に関わる情報の共有を
図る。仕様書内容の基本的
な事項を確認する。

大 大1

　　契約書等の不備
・履行場所が不明確
・履行期間の年度誤り
このために、契約当初に
履行の不備が発生すると
ともに、業者との意思疎
通に支障を生じた。

昨年度の契約仕様書のコピー
を使用したため、今年度より施
設の一部の部屋を転用したこと
に伴う清掃個所の変更が生じ、
履行場所等が不明確となった。
また、年度の変更をし忘れた。

　一部の部屋の転用について、係内での
共通認識が不足しており、履行場所以外
の履行内容に変更がないために、担当者
は、昨年度の仕様書を活用して今年度仕
様書を作成したため、履行場所及び履行
期間の誤りが生じた。
　この、誤りに関して他の職員、係長及び
課長も気づかず、契約を締結した。

担当職員

係長

実施
効果

概要 詳細 実施者 対策

作成年月日
リ ス ク 対 応 策 検 討 シ ー ト

所属部課係

番号
発生リスクの内容

発生の要因
対応策

実現
可能性

ドロップダウン・リスト

で選択

リスク評価シート

と同一番号
「リスク評価シート」の『リスク』の内容を詳細

に検討し、次の「発生の要因」を含めて、効果

的かつ効率的で実効性のある対応策を検討

する。

「リスク評価シート」の『発生原因・要因』

を踏まえて、対応策を検討するために、具

体的に発生原因・要因を記載する。

要因の分析には、職員の共通認識を促

すために職員間の話し合いを実施する。

リスクに対する具体的な対応策は、対応

策の実効性や責任の所在を明確にするた

め、実施者と対応策が対応する形で記載

する。

研修・ＯＪＴなどの場合には、実施者が自

課以外となる場合もあるので、関係各課と

の調整を行った上で記載する。

「実現可能性」

仕組み、制度、職

員体制等を勘案し

て、対応策の実現

ができるかを評価

する。

「実施効果」

対応策を実施した

場合の効果を測定

して評価する。

2
6
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区分

説明

評価 点数 評価の基準 評価 点数 評価の基準

高 5

　ミスが起こりやすい。監査等におい
て「指摘・注意」又は「口頭指導」を
受けている。
　過去３年間で、
　部内の３割を超える課で発生
　または、課において５件以上発生

大 5

　リスクの発生の影響が、区組織・職
員だけでなく、住民等に影響が及ぶ。
　または、発生した事象の回復に一定
期間が必要である。

中 3

　職員が注意をしチェックを確実にす
れば、リスクの発生を防ぐことができ
る。
　過去3年間で
　部内の３割以下の課で発生
　または、課において５件未満発生

中 3

　リスクの発生の影響は、住民等に直
接的に及ぶことはないが、区組織全体
には影響を及ぼす。
　または、事象の回復には短期間で対
応できる。

低 1

　上記以外で、リスク発生の確立が非
常に低い。

小 1

　リスクの発生の範囲は課内に限ら
れ、事象も迅速に回復できる。

説明

評価

大

中

小

a

　リスクが発生した場合には、発生したリスクによる被害・損害が、区組織内部・区職員の範囲
に限られ、かつ迅速・短期間で回復できる。

リスク評価分析表

　　【量的重要性】

発生頻度（発生可能性） 影響度

　発生頻度については、実際にリスクの発生
がなかった場合でも、発生する可能性に着目
して分類する。また、事務処理件数の多少に
かかわらず、「ミスしやすい」と思われる事
務については「高」とする。
　過去３年間の監査結果の「指摘・注意」だ
けでなく、「口頭指導」も含めて発生の事実
を基礎とする。
　また、会計課による「会計事務検査・物品
事務検査」「支出命令書における注意」や部
において実施されている「自己検査」の結果
も参考とする。

　影響度については、リスクの発生の影響を受け、
被害、損害が発生する範囲（組織内か組織外か、人
的か金銭的か）の度合いにより評価する。
　組織外には、住民はもちろん、補助対象事業者や
委託等の事業者を含む。
　人的被害・損害には、職員の超勤の発生や応援体
制の発生を含む。

　　【質的重要性】

　質的重要性は、リスクの発生による影響の範囲と発生したリスクへの事後的な対応を図るのに
要した時間等により、区への信頼性、公平性への影響、住民の安全の確保等に着目して、リスク
発生への対応の必要性を分析するものである。

評価の基準

　リスクが発生した場合には、発生したリスクによる被害・損害の回復が、困難又は長期間を要
することとなり、区行政の運営に支障を発生させる。
　このために、区への信頼が失墜する恐れがある。

　リスクが発生した場合には、発生したリスクによる被害・損害の回復に一定期間を要し、住民
への影響が発生又は発生する可能性がある。
　このために、区への信頼に著しい影響を及ぼす恐れがある。

資料３
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資料４

№ 大項目 小項目 影響度 発生頻度

1 大 低

2 大 低

3 会計年度の誤り 大 低

4 中 中

5 中 低

6 大 中

7 予算科目上の問題 中 高

8 大 低

9 大 低

10 大 中

11 大 低

12 大 低

13 大 中

14 大 中

15 大 中

16 大 低

17 大 低

18 大 低

19 大 中

20 大 中

21 大 低

22 大 中

23 大 中

24 大 中

25 大 低

26 大 中

27 大 中

28 大 低

29 中 中

30 大 低

31 大 低

32 中 中

33 大 低

34 大 低

35 大 低

徴収事務委託の誤り

私人への徴収事務委託における委託できる徴
収範囲の誤り

私人への徴収事務委託における会計管理者へ
の事前協議漏れ、告示漏れ

支出関係 不適切な予算執行

重複支払

予算書・要綱等の定める金額を超過または未
満の支出

予算消化のため過剰購入

支払未払い（過年度支出）

差替え（虚偽の請求書等により支出し、実際には
異なる物品に差替えて納入）

私的購入

過誤納金還付手続について
・未還付、還付遅延
・還付先の誤り、還付科目・年度区分の誤り
・還付金額算定根拠不明確

滞納・時効処理の
誤り

時効の起算点誤り

交渉・催促の未実施

台帳未作成、未整備

不適切な執行停止、滞納処分の未実施

消滅債権の未整理、不納欠損の未処理

見積資料と予算見積額の相違

過誤納金還付金額の誤り、二重払い

収入関係

不適切な調定手続

未調定、調定遅延

調定金額の誤り

納入者の誤り

納入期限の誤り

調定日の誤り

調定科目、現年度・過年度の区分の誤り

金額算定根拠不明確

不適切な徴収手続

受領金額の誤り、つり銭の誤り

収納金消込の誤り

原符等の証拠書類の管理不備、現金出納簿の
記帳誤り

受領現金の金融機関への納付遅延

杉並区財務会計におけるリスク評価一覧

リスク種別
具体的な事例・説明

リスク評価

予算関係

会計区分の誤り
一般会計と特別会計の区分誤り

特別会計間での計上誤り

誤った年度での収入・支出

予算編成上の問題

多額の流用

補正予算の議会への上程漏れ

過年度収入と現年度収入の区分誤り

細節科目の設定誤り又は矛盾

経費設定上の問題
設計金額・見積金額のチェック不十分
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資料４

№ 大項目 小項目 影響度 発生頻度

リスク種別
具体的な事例・説明

リスク評価

36 中 中

37 大 中

38 大 低

39 大 中

40 入力誤り 小 高

41 不適切な決裁行為 中 高

42 行政手続上の誤り 大 中

43 起票時期の誤り 小 中

44 文書関係の不備 小 高

45 書類の偽造 大 低

46 不十分な審査 大 中

47 恣意的な分割 大 高

48 不適切な見積り 大 高

49 契約書等の不備 大 高

50 契約仕様の誤り 小 低

51 大 中

52 大 中

53 不適切な契約履行 大 中

54 収入印紙の誤り等 大 中

55 備品の不適切な管理 中 高

56 郵券等の不適切な管理 中 高

57 大 低

58 中 中

59 大 低

60 施設の不適切な管理 大 高

61
その他資産の不適
切な管理

中 高

62 大 中

63 大 低

64 中 中

　【事例抽出参考】
　　　杉並区監査結果：平成24年度～平成29年度　定期監査、行政監査、財政援助団体等監査、例月出納検査
　　　杉並区金銭会計事務調査：平成28年度～平成30年度
　　　東京都「監査指摘・改善措置事例集（平成30年３月）」東京都監査事務局
　　　総務省「地方公共団体における内部統制のあり方に関する研究会報告（平成21年３月）」
　　　吉野貴雄著「監査委員事務局のシゴト（ぎょうせい）」より

資産等
の管理

台帳未記載、廃棄処分品等の未整理

受払簿と現品の不一致、必要以上の購入

現金の不適切な管理

現金出納簿と現金の不一致、現金の紛失

現金の不適切な保管（未施錠、未預金）

横領

施設管理上の不備・点検等の漏れ

登録や廃棄に伴い台帳と現物との不一致、確
認行為の不十分

法令・ルール等に抵触

法令・例規、補助要綱等の規定未整備、ルー
ルに従わない事務処理

区と相手方（国、都、対象者）との法令、
ルールの解釈の不一致

内部統制に関する不備
例規管理、文書管理、契約事務等に関する全
庁的な統制

契約関係

課長契約のための分割

いわゆる「合い見積書」の依頼

契約書の日付空欄、割印・公印漏れ、見積書
等契約関係書類の未整理

支払時期・支払回数の見直し等

不適切な契約締結

偏った事業者との契約や見積依頼

競争入札に付すべき案件を業者指定で契約

契約日前の着工、履行場所の相違、履行確認
の漏れ

印紙漏れ、金額不足、誤貼付

事務関係

システムへの入力誤り、二重入力等

決裁権限の誤り、事後決裁、合議の未実施

審査基準違反、減免基準適用の誤り

起案の遅れ、履行確認日前の支払命令

検収漏れ、公印押印漏れ、鉛筆書による記
入、必要事項の記入漏れ、必要な書類の添付
漏れ、不必要な書類の添付

意図的な書類の改ざん

書類審査におけるチェック項目の見落とし

支出関係 不適切な支出手続

資金前渡・概算払の不適切な精算

支払金の誤り（支出命令金額の誤り）

支払先の誤り（契約相手方と支払先のチェッ
ク漏れ、口座不能の原因となる支払データの
作成の誤り等）

支払時期等が契約書どおりの支出命令になってい
ない（前金払、分割回数）。請求日から30日以上
経過しての委託経費支払、40日以上経過の工事代
金支払、毎月支払のまとめ払い等
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内部統制に
関する不備

法令・ルール

資産等の
管理関係

契約関係

事務関係

支出関係

収入関係 あり 不備なし 不備あり

出納員の不在の場合には、事前に定めた代理者
が窓口収納金を払い込むこととされていたが、収
納日から５日後に復帰した出納員が払い込んで
いた。

出納員の不在時における収納金払い込みについ
て、代理者の指名を明示するとともに、引き継ぎを
確認者おいて行うようにした。

予算関係 なし 不備なし 不備なし

区分 ミスの発生 整備の状況 運用の状況 不備の具体的な内容 改善内容・時期

評価日
自 己 評 価 シ ー ト

所属部課

評価者氏名
　１　整備・運用総括評価

ドロップダウン・リストで選択

内部統制の整備・運用の状況を、「杉並区財務会計におけ

るリスク評価一覧」の区分ごとに評価

定期監査結果、金銭会計事務調査、物

品管理事務調査及び会計課審査等によ

る結果により、ミス・誤りの発生を評価す

る。

自課において、事務完結後に発見した

ミス・誤りも「あり」と判定する。

不備とされた内容を検証して、新たにリスクの評価、

対応策を立てる、また、対応策の改善を行うことを

明記する。

評価は、年度の上半期終了時点での「中間評価」

と年度末（内部統制の「期末基準日」）があるため、

実施の時期を明記する。

年度上半期の評価で、改善をする場合には、「リ

スク評価シート」「リスク対応策検討シート」に追記を

行う。

「整備状況」

リスクの洗い出しがない、洗い出

したがリスク評価の結果対応策が

必要ないと判断した等により、ミス・

誤りが発生した場合には、内部統制

の整備がないとして、整備状況の不

備となる。

「運用状況」

リスクに対応した対応策は立てた

が、実施していない、または、その

実効性や有効性が、想定した効果

を得られなかった場合には、内部統

制の運用の不備となる。

内部統制の整備・運用上の不備（ミス・誤り）の

具体的な内容を検証して、改善策を検討する。

3
1

資
料
５



リスク対応策の徹底のために、マニュアルやチェックリストの作成・改定などを行い、職員への
周知を行っているか

リスク対応策の効果や有効性について、組織として必要な確認を行っているか

運
　
　
用

リスク対応策の実行

リスク対応策は、職員の話し合いにより決定されたものか

リスク対応策が実践されるために、定期的にミーティング等を活用して職員の意識付けをして
いるか

課長、係長は、リスク対応策の実践状況について定期的に確認を行っているか

　２　整備・運用個別評価

区　　　分 具体的評価項目 評価 確認

整
　
　
備

リスクの識別・評価

リスクの識別・評価は、職員の話し合いのうえで共通意識を基礎に進められたか

リスクの評価は、「リスク評価分析表」に基づき行われているか

リスクの評価は、「杉並区財務会計におけるリスク評価一覧」の評価と比較してうえでの評価
か

リスクの識別は、過去３年程度の監査結果、会計検査、物品検査、自己検査の結果、直近1
年程度の例月出納検査の結果を参考としているか

リスクの識別にあたって、他の係・課及び他自治体の事例や想定されるリスクについても検討
しているか

「評価」は、課の指名された職員が行う。「確認」は、課長が評価者の

評価を適正な資料、手続きにより実施したことを検証して確認を行う。

3
2

資
料
５

資
料
５



資料６

内　部　統　制　推　進　体　制　図

区　長 最高責任者

財務会計における
日常的モニタリング
（※１）責任者統括 責任者

内部統制
評価部会

行政管理担当課・財政課・情報政策
課・総務課・人事課・経理課・会計
課

報告

副区長 会計管理者

評価 機関 統括 管理者 推進事務局

行財政改革推進
本　部

総務部長
コンプライアンス

推進担当

協力体制報告

推進 管理者

各 課 長 ・ 学 校 長

（注記）
※１：財務会計における日常的モニタリング
　　　財務会計においては、会計課が行う「支出命令等の審査」「会計事務検査」「物品出納
　　　検査」「自己検査」等を日常的モニタリングという。

※２：内部統制ワーキンググループ
　　　内部統制の整備及び運用状況をモニタリングするために、財政課、経理課契約担当、
      会計課審査担当等の職員により組織する

内部統制ワーキンググループ
（※２）

推進 責任者

条例部長・担当部長・局長・室長・館長・所長

評 価 部 門
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第１ 審査の対象等 
 

 １ 審査の対象 
 

（１）令和２年度杉並区内部統制評価報告書 

（２）令和２年度杉並区内部統制評価報告書附属資料（以下「附属資料」とい

う。） 

 ※ （１）及び（２）を併せて、以下「内部統制評価報告書」という。 

 

 ２ 審査の観点 
 

内部統制評価報告書について、杉並区長（以下「区長」という。）による

評価が評価手続に沿って適切に実施されたか、内部統制の不備について重大

な不備に当たるかどうかの判断が適切に行われているかという観点から審査

を実施した。 

 

 ３ 審査の実施内容 
 

内部統制評価報告書について、「地方公共団体における内部統制制度の導

入・実施ガイドライン」（平成31年３月総務省）（以下「総務省ガイドライ

ン」という。）の「Ⅴ 監査委員による内部統制評価報告書の審査」に基づ

き、内部統制の整備状況及び運用状況並びに評価に係る資料との照合を行い、

必要に応じて、関係部局に説明と資料の提出を求めるなどして実施した。 

また、審査に当たっては、定期監査等において得られた知見を利用した。 

 

 ４ 審査の期間 
 

令和３年６月28日から同年８月30日まで 

 

第２ 審査の結果 
 

 １ 評価手続の審査の結果 

杉並区（以下「区」という。）は、令和２年３月26日付けで、「杉並区内

部統制の推進体制に関する要綱」を制定し、区長を本部長とする行財政改革

推進本部が内部統制の整備状況及び運用状況に関する全庁的な評価及び検証

を行うこととされた。 

令和２年４月22日の行財政改革推進本部において、内部統制の整備状況及

び運用状況を、推進組織から独立した組織として客観的に評価するとともに、

内部統制の課題などに対して必要な検証・検討を行うため、内部統制評価部

会が設置された。 
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令和２年７月には、内部統制の整備状況及び運用状況をモニタリングする

ために、内部統制評価部会の下に、財政課、経理課、会計課等の職員により

組織された内部統制ワーキンググループが設置された。 

各課においては、令和２年２月に作成された「内部統制取組の手引」に基

づき、リスク評価シート及びリスク対応策検討シート（附属資料「資料２」）

が作成され、リスクの識別・評価が行われ、自己評価シート（附属資料「資

料５」）により、年２回（10月と３月末）、自己評価が行われている。 

区では、各課で作成されたリスク評価シート、リスク対応策検討シート及

び自己評価シートを集約・分析し、内部統制ワーキンググループから内部統

制評価部会に報告が行われ、令和３年６月15日の内部統制評価部会において、

内部統制評価報告書（案）を取りまとめ、行財政改革推進本部にその報告が

行われた。 

令和３年６月24日の行財政改革推進本部において、内部統制の整備状況及

び運用状況について、総務省ガイドラインに示された評価対象期間、評価基

準日、評価範囲、評価項目及び評価方法のとおり評価が行われ、内部統制評

価報告書が決定されている。 

これらのことから、区長による評価手続は、総務省ガイドラインに示され

た手続に沿って適切に実施されていると認められる。 

 

 ２ 評価結果の審査の結果 
 

 （１）全庁的な内部統制の評価結果に関する審査の結果 

区においては、別紙の「総務省ガイドライン別紙１「地方公共団体の全

庁的な内部統制の評価の基本的考え方及び評価項目」と区の条例、規則等

の整備状況」のとおり、各評価項目に対して、条例、規則等が整備され、

これらに基づいて内部統制が運用されている。 

このことから、全庁的な内部統制に関する区長の評価結果は、相当であ

ると認められる。 

 

 （２）業務レベルの内部統制の評価結果に関する審査の結果 

     過去３年間（平成30年度から令和２年度まで）に行った定期監査及び財

政援助団体等監査において、指摘、注意及び意見・要望を行った件数は98

件であった。このうち、内部統制の対象である財務に関する事務以外のも

のを除いた79件についてリスクの識別が適切に行われているかを検証した。 

リスクとして識別されているものが71件（89.9％）、識別されていないも

のが８件（10.1％）と約９割がリスクとして識別され、対応策が作成されて
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いる。また、会計課の金銭会計事務調査等の結果を踏まえてリスクを識別し、

対応策を作成した上で、各課において自己評価が行われている。 

このことから、業務レベルの内部統制に関する区長の評価結果は、相当で

あると認められる。 

 

第３ 意見・要望 
 

 １ 内部統制制度への取組の充実について 
 

内部統制は、業務の効率的かつ効果的な遂行、財務報告等の信頼性の確保、

業務に関わる法令等の遵守などを目的としたもので、適切に運用されれば、

コストの削減、職員の負担軽減、本来業務への専心等につながるものである

が、この適切な運用に必要不可欠なものは、職員一人ひとりの主体的な取組

姿勢であるといえる。 

令和２年度の定期監査において、職員にヒアリングを行ったところ、内部

統制に対する理解が十分とはいえないもの、リスク評価シート及びリスク対

応策検討シートの共有が十分に図られていない事案などが見受けられた。 

内部統制は、まだ、緒についたばかりで、やむを得ない点もあるが、内部

統制がより高いレベルで運用され、導入の目的が果たされるよう、職員への

周知や情報の共有を図るとともに、職員一人ひとりが高い意識を持って取り

組んでいける環境整備が行われることを望む。 

 

 ２ 財務に関する事務の研修等の充実について 
 
    会計事務や契約事務等に係るマニュアルなどは、「各課のホームページ」

等で職員がいつでも確認できる環境となっている。また、研修についても、

昨年度、財務会計事務延べ137人、契約事務延べ116人、予算延べ59人が受講

しており、一定の規模で実施されていることは評価できる。一方で、マニュ

アルを見てもよく理解できない、研修を受講したくても定員の関係で受講で

きない、繁忙期と重なって受講できないといった声も聴く。 

区は、内部統制への取組の一つとして、ＩＣＴの活用を掲げていることか

ら、職員の一層のスキルアップを図るため、ｅラーニングによる研修など、

オンラインの活用を充実させ、職員が誰でもいつでも受講できる仕組みが構

築されるよう要望する。 

 

 ３ 内部統制のリスクの識別について 
 

「内部統制取組の手引」によると、リスクを識別する（リストアップする）

際には、過去に経験したリスクについては、各課の過去３年間程度の監査結
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果、会計課の金銭会計事務調査及び物品管理事務調査の結果、また、直近１

年程度の例月出納検査の結果を参考として行い、また、今後発生する可能性

のあるリスク（潜在リスク）や他の所管や他自治体等の事例から想定される

リスクがないか検討し、リスク評価シートを作成することとされている。 

しかしながら、前述のとおり、過去３年間の定期監査等において指摘、注

意及び意見・要望を受けたにもかかわらず、リスクとして識別されていない

事案が見受けられた。 

上記のとおり、「内部統制取組の手引」においては、各課の過去３年間程

度の監査結果の指摘等を全てリスクとして識別すべきとまではされていない

ところであるが、監査委員としては、原則としてリスクとして識別すること

が適切であると考えている。 

各課においては、「内部統制取組の手引」等に基づき、より適切にリスク

の識別・評価を行うとともに、各部長においても、各課におけるリスクの識

別・評価が適切に行われるよう確認し、内部統制のより適切な運用が図られ

ることを要望する。 

 

 ４ 杉並区財務会計におけるリスク評価一覧（附属資料「資料４」。以下

「区のリスク評価一覧」という。）について 
 

区においては、内部統制におけるＩＣＴへの対応は、杉並区情報化基本方

針、杉並区情報化アクションプラン、杉並区情報セキュリティ基本方針など

の一般的な情報政策に基づいて行っているものとしている。 

一方、総務省ガイドライン別紙３「財務に関する事務についてのリスク

例」（過去の不祥事例等を参考に、地方公共団体において発生すると考えら

れるリスクを一覧にしたもの）においては、ＩＣＴ管理（システムダウン、

コンピュータウィルス感染等）が財務に関する事務のリスクとされている。 

ＩＣＴへの対応は、内部統制の６つの基本的要素の１つとされているもの

であり、ＩＣＴに関するリスクを区のリスク評価一覧に追加することが適切

であると考えるので、検討されたい。 
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別 紙 

 

総務省ガイドライン別紙１「地方公共団体の全庁的な内部統制の評価の基本的考え方及び

評価項目」と区の条例、規則等の整備状況 

地方公共団体の全庁的な内部統制の評価の基本的考え方及び評価項目 

区の条例、規則等

の整備状況 基本的 

要素 

評価の基本的な 

考え方 
評価項目 

統 
 

制 
 

環 
 

境 

1 長は、誠実性と倫

理観に対する姿勢を

表明しているか。 

1-1 長は、地方公共団体が事務を適正に

管理及び執行する上で、誠実性と倫理観が

重要であることを、自ら指示、行動及び態

度で示しているか。 

内部統制基本方針、 

内部統制の推進体制に

関する要綱、 

自治基本条例等 

1-2 長は、自らが組織に求める誠実性と

倫理観を職員の行動及び意思決定の指針

となる具体的な行動基準等として定め、職

員及び外部委託先並びに住民等の理解を

促進しているか。 

職員の倫理の保持及び

公益通報に関する条

例、 

公契約条例等 

1-3 長は、行動基準等の遵守状況に係る

評価プロセスを定め、職員等が逸脱した場

合には、適時にそれを把握し、適切に是正

措置を講じているか。 

職員人事評価規程、 

職員の懲戒に関する条

例等 

2 長は、内部統制の

目的を達成するに当

たり、組織構造、報

告経路及び適切な権

限と責任を確立して

いるか。 

2-1 長は、内部統制の目的を達成するた

めに適切な組織構造について検討を行っ

ているか。 

内部統制基本方針、 

職員定数条例、 

行財政改革推進計画等 

2-2 長は、内部統制の目的を達成するた

め、職員、部署及び各種の会議体等につい

て、それぞれの役割、責任及び権限を明確

に設定し、適時に見直しを図っているか。 

3 長は、内部統制の

目的を達成するに当

たり、適切な人事管

理及び教育研修を行

っているか。 

3-1 長は、内部統制の目的を達成するた

めに、必要な能力を有する人材を確保及び

配置し、適切な指導や研修等により能力を

引き出すことを支援しているか。 

人材育成計画及びこれ

に基づく各種研修の実

施等 

3-2 長は、職員等の内部統制に対する責

任の履行について、人事評価等により動機

付けを図るとともに、逸脱行為に対する適

時かつ適切な対応を行っているか。 

職員人事評価規程、 

職員の懲戒に関する条

例、 

人材育成計画及びこれ

に基づく各種研修の実

施等 
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リ 

ス 

ク 

の 

評 

価 

と 

対 
応 

4 組織は、内部統制

の目的に係るリスク

の評価と対応ができ

るように、十分な明

確さを備えた目標を

明示し、リスク評価

と対応のプロセスを

明確にしているか。 

 

4-1 組織は、個々の業務に係るリスクを

識別し、評価と対応を行うため、業務の目

的及び業務に配分することのできる人員

等の資源について検討を行い、明確に示し

ているか。 

職員定数条例、 

行財政改革推進計画等 

4-2 組織は、リスクの評価と対応のプロ

セスを明示するとともに、それに従ってリ

スクの評価と対応が行われることを確保

しているか。 

内部統制取組の手引、 

内部統制評価部会の評

価等 

5 組織は、内部統制

の目的に係るリスク

について、それらを

識別し、分類し、分

析し、評価するとと

もに、評価結果に基

づいて、必要に応じ

た対応をとっている

か。 

5-1 組織は、各部署において、当該部署

における内部統制に係るリスクの識別を

網羅的に行っているか。 

 

内部統制取組の手引等 

5-2 組織は、識別されたリスクについて、

以下のプロセスを実施しているか。 

(1)リスクが過去に経験したものである 

か否か、全庁的なものであるか否かを分類

する 

(2)リスクを質的及び量的（発生可能性と 

影響度）な重要性によって分析する 

(3）リスクに対していかなる対応策をとる 

かの評価を行う 

(4)リスクの対応策を具体的に特定し、内 

部統制を整備する 

内部統制取組の手引等 

5-3 組織は、リスク対応策の特定に当た

って、費用対効果を勘案し、過剰な対応策

をとっていないか検討するとともに、事後

的に、その対応策の適切性を検討している

か。 

内部統制取組の手引、 

内部統制評価部会の評

価等 

6 組織は、内部統制

の目的に係るリスク

の評価と対応のプロ

セスにおいて、当該

組織に生じうる不正

の可能性について検

討しているか。 

6-1 組織において、自らの地方公共団体

において過去に生じた不正及び他の団体

等において問題となった不正等が生じる

可能性について検討し、不正に対する適切

な防止策を策定するとともに、不正を適時

に発見し、適切な事後対応策をとるための

体制の整備を図っているか。 

 

職員人事評価規程、 

職員の懲戒に関する条

例、 

内部統制取組の手引等 
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統 
 

制 
 

活 
 

動 

7 組織は、リスクの

評価及び対応におい

て決定された対応策

について、各部署に

おける状況に応じた

具体的な内部統制の

実施とその結果の把

握を行っているか。 

7-1 組織は、リスクの評価と対応におい

て決定された対応策について、各部署にお

いて、実際に指示どおりに実施されている

か。 

内部統制評価部会の評

価等 

7-2 組織は、各職員の業務遂行能力及び

各部署の資源等を踏まえ、統制活動につい

てその水準を含め適切に管理しているか。 

8 組織は、権限と責

任の明確化、職務の

分離、適時かつ適切

な承認、業務の結果

の検討等についての

方針及び手続を明示

し適切に実施してい

るか。 

8-1 組織は、内部統制の目的に応じて、

以下の事項を適切に行っているか。 

(1) 権限と責任の明確化 

(2) 職務の分離 

(3) 適時かつ適切な承認 

(4) 業務の結果の検討 

内部統制基本方針、 

内部統制の推進体制に

関する要綱、 

会計事務規則、 

区長の権限に属する事

務の一部を委任する規

則等 

8-2 組織は、内部統制に係るリスク対応

策の実施結果について、担当者による報告

を求め、事後的な評価及び必要に応じた是

正措置を行っているか。 

内部統制評価部会の評

価等 

情 
 

報 
 

と 
 

伝 
 

達 

9 組織は、内部統制

の目的に係る信頼性

のある十分な情報を

作成しているか。 

9-1 組織は、必要な情報について、信頼

ある情報が作成される体制を構築してい

るか。 

文書等管理規程等 

9-2 組織は、必要な情報について、費用

対効果を踏まえつつ、外部からの情報を活

用することを図っているか。 

9-3 組織は、住民の情報を含む個人情報

等について、適切に管理を行っているか。 

個人情報保護条例、 

情報セキュリティ基本

方針等 

10 組織は、組織内

外の情報について、

その入手、必要とす

る部署への伝達及び

適切な管理の方針と

手続を定めて実施し

ているか。 

10-1 組織は、作成された情報及び外部か

ら入手した情報が、それらを必要とする部

署及び職員に適時かつ適切に伝達される

ような体制を構築しているか。 

文書等管理規程等 

10-2 組織は、組織内における情報提供及

び組織外からの情報提供に対して、かかる

情報が適時かつ適切に利用される体制を

構築するとともに、当該情報提供をしたこ

とを理由として不利な取扱いを受けない

ことを確保するための体制を構築してい

るか。 

職員の倫理の保持及び

公益通報に関する条例

等 
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モ 

ニ 

タ 

リ 

ン 

グ 

11 組織は、内部統

制の基本的要素が存

在し、機能している

ことを確かめるため

に、日常的モニタリ

ング及び独立的評価

を行っているか。 

11-1 組織は、内部統制の整備及び運用に

関して、組織の状況に応じたバランスの考

慮の下で、日常的モニタリング及び独立的

評価を実施するとともに、それに基づく内

部統制の是正及び改善等を実施している

か。 

日常的モニタリング

（支出命令等の審査、

金銭会計事務調査等）、 

定期監査等の指摘事項

等に対する再発防止策

の作成及び監査委員へ

の報告等 

11-2 モニタリング又は監査委員等の指

摘により発見された内部統制の不備につ

いて、適時に是正及び改善の責任を負う職

員に伝達され、その対応状況が把握され、

モニタリング部署又は監査委員等に結果

が報告されているか。 

Ｉ 

Ｃ 

Ｔ 

へ 

の 

対 
応 

12 組織は、内部統

制の目的に係るＩＣ

Ｔ環境への対応を検

討するとともに、Ｉ

ＣＴを利用している

場合には、ＩＣＴの

利用の適切性を検討

するとともに、ＩＣ

Ｔの統制を行ってい

るか。 

12-1 組織は、組織を取り巻くＩＣＴ環境

に関して、いかなる対応を図るかについて

の方針及び手続を定めているか。 

情報化基本方針等 

12-2 内部統制の目的のために、当該組織

における必要かつ十分なＩＣＴの程度を

検討した上で、適切な利用を図っている

か。 

12-3 組織は、ＩＣＴの全般統制として、

システムの保守及び運用の管理、システム

へのアクセス管理並びにシステムに関す

る外部業者との契約管理を行っているか。 

情報セキュリティ基本

方針等 

12-4 組織は、ＩＣＴの業務処理統制とし

て、入力される情報の網羅性や正確性を確

保する統制、エラーが生じた場合の修正等

の統制、マスターデータの保持管理等に関

する体制を構築しているか。 
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